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 「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン 

～ 学生アルバイトの相談を受け付けます ～ 
  

愛知労働局（局長 代田雅彦）では、大学生等を対象として、特に多くの新入

学生がアルバイトを始める４月から７月までの間、自らの労働条件の確認を促す

ことなどを目的としたキャンペーンを実施。 

愛知労働局や各労働基準監督署の総合労働相談コーナーへの「若者相談コーナ

ー」の設置のほか、県内大学の希望に応じて出張相談を行います。 

 

★取組の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 

別添１ 学生の皆さんへ アルバイトをする前に知っておきたい 7 つのポイント 

別添２ 労働者の皆さまへ 「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項 

別添３ 事業主の皆さんへ「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン中です 

厚生労働省愛知労働局 Press Release 

 

令和５年４月２７日（木） 

【照会先】 

雇用環境・均等部企画課 

企画課長  伊藤 勝敏 

課長補佐  春日 真樹子 

（代表番号） ０５２（９７２）０２５２ 

〇実施期間 

 令和５年４月１日から７月３１日まで 

〇主な取組内容 

（１）希望に応じて県内の大学等へ出張相談（リモートによる相談対応も可）や労働

法制の講義を実施 

（２）愛知労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに 

  「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応 

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」 

キャラクター 「たしかめたん」 

アルバイトも「労働者」です！ 

労働条件の明示や年次有給休暇など一般の労働者と同様に労働基準法等の 

対象になりますので、自らの労働条件を確かめましょう♪ 

また、困ったことがあったら「若者相談コーナー」へお気軽にご相談ください。 
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